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被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
参
照
条
文

○

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
第
百
九
号
）

(

地
方
債
の
制
限)

第
五
条

地
方
公
共
団
体
の
歳
出
は
、
地
方
債
以
外
の
歳
入
を
も
つ
て
、
そ
の
財
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
債
を
も
つ
て
そ
の

財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

交
通
事
業
、
ガ
ス
事
業
、
水
道
事
業
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
行
う
企
業
（
以
下
「
公
営
企
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る
場
合

二

出
資
金
及
び
貸
付
け
金
の
財
源
と
す
る
場
合
（
出
資
又
は
貸
付
け
を
目
的
と
し
て
土
地
又
は
物
件
を
買
収
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三

地
方
債
の
借
換
え
の
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る
場
合

四

災
害
応
急
事
業
費
、
災
害
復
旧
事
業
費
及
び
災
害
救
助
事
業
費
の
財
源
と
す
る
場
合

五

学
校
そ
の
他
の
文
教
施
設
、
保
育
所
そ
の
他
の
厚
生
施
設
、
消
防
施
設
、
道
路
、
河
川
、
港
湾
そ
の
他
の
土
木
施
設
等
の
公
共
施
設
又
は
公
用
施
設
の
建
設
事
業
費
（
公
共
的
団

体
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
出
資
し
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
設
置
す
る
公
共
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
負
担
又
は
助
成
に
要
す
る
経
費
を
含
む
。
）
及
び

公
共
用
若
し
く
は
公
用
に
供
す
る
土
地
又
は
そ
の
代
替
地
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
取
得
す
る
土
地
の
購
入
費(

当
該
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
を
取
得
す
る
た
め
に
要
す
る

経
費
を
含
む
。
）
の
財
源
と
す
る
場
合

○

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
二
百
十
一
号
）

附

則

（
特
別
の
地
方
債
に
係
る
償
還
費
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
）

第
五
条

当
分
の
間
、
各
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
財
政
需
要
額
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た

額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
費
の
種
類
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
の
数
値
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
単
位
費
用
に
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
地
方
団
体

に
つ
い
て
合
算
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

経
費
の
種
類

測
定
単
位

単
位
費
用

円

一

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
債
等
償
還
費

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
費
、
地
域
改
善
対
策
事
業
費
又
は
同
和
対
策
事
業
費
の
財
源
に
充
て

千
円
に
つ
き

八
○
○
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る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

二

過
疎
地
域
自
立
促
進
等
の
た
め
の
地
方

過
疎
地
域
自
立
促
進
等
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

千
円
に
つ
き

七
○
○

債
償
還
費

可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

三

公
害
防
止
事
業
債
償
還
費

公
害
防
止
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係

千
円
に
つ
き

五
〇
〇

る
元
利
償
還
金

四

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
係
る
緑
地
等
の
設
置
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充

千
円
に
つ
き

五
〇
〇

に
係
る
緑
地
等
の
設
置
の
た
め
の
地
方
債

て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

償
還
費

五

地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
債
償
還
費

地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
係
る
元
利

千
円
に
つ
き

五
〇
〇

償
還
金

六

被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
へ
の
拠
出

被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
に
対
す
る
拠
出
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

千
円
に
つ
き

八
〇
〇

の
た
め
の
地
方
債
償
還
費

許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

七

合
併
特
例
債
償
還
費

合
併
市
町
村
の
建
設
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

千
円
に
つ
き

七
〇
〇

を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

八

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い

千
円
に
つ
き

七
〇
〇

の
た
め
の
地
方
債
償
還
費

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

２

前
項
に
規
定
す
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
算
定
の
基
礎
に
よ
り
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示

単
位
に
基
づ
い
て
、
総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

測
定
単
位
の
種
類

測
定
単
位
の
算
定
の
基
礎

表
示
単
位

一

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
費
、
地
域
改

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
費
、
地
域
改
善
対
策
事
業
費
又
は
同
和
対
策
事
業
費
の
財
源
に
充
て

千
円

善
対
策
事
業
費
又
は
同
和
対
策
事
業
費
の

る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別

財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た

措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
五
条
、
旧
地
域
改
善
対
策
特
別
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地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

措
置
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
十
六
号
）
第
五
条
又
は
旧
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
（
昭

和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当

該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

二

過
疎
地
域
自
立
促
進
等
の
た
め
の
事
業

過
疎
地
域
自
立
促
進
等
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

千
円

費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

可
を
得
た
地
方
債
で
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元

二
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

利
償
還
金

り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
又
は
旧
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法
律
第
十

五
号
）
第
十
二
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
十
二
項
又
は
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
附
則

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
六
号
）
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
旧
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置

法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
第
十
二
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
旧
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
三

十
一
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
治
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
に

お
け
る
元
利
償
還
金

三

公
害
防
止
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た

公
害
防
止
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
で
公

千
円

め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年

地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

法
律
第
七
十
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
に
お

け
る
元
利
償
還
金

四

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
係
る
緑
地
等
の
設
置
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充

千
円

に
係
る
緑
地
等
の
設
置
の
た
め
の
事
業
費

て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
で
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止

の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利

し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

償
還
金

五

地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
費
の
財
源
に

地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
地
震
防
災

千
円

充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債

対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
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に
係
る
元
利
償
還
金

る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た

も
の
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

六

被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
に
対
す
る

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
内
閣
総

千
円

拠
出
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い

理
大
臣
が
指
定
し
た
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
に
対
す
る
拠
出
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
元
利
償

元
利
償
還
金

還
金

七

合
併
市
町
村
の
建
設
の
た
め
の
事
業
費

合
併
市
町
村
の
建
設
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

千
円

の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

を
得
た
地
方
債
で
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利

り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

償
還
金

八

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い

千
円

の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
で
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も

方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

の
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

○

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
十
五
日
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）

（
市
町
村
長
の
避
難
の
指
示
等
）

第
六
十
条

災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
人
の
生
命
又
は
身
体
を
災
害
か
ら
保
護
し
、
そ
の
他
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
長
は
、
必
要
と
認
め
る
地
域
の
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
勧
告
し
、
及
び
急
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

４

市
町
村
長
は
、
避
難
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
～
７

（
略
）


